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第１章 子ども読書活動推進計画策定の背景 
 
１ 子どもの読書活動の意義 
    
  読書は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かなものにし、人生をより深く生きるために、欠かせないものです。そこで、

すべての子どもが、あらゆる機会と場所において自主的に読書活動ができる

よう、子どもの読書活動の環境整備が必要となります。 
 
２ 子どもの読書活動の現状 
 
（１） 国の動向 
     

国では、子どもの読書活動を支援するため、平成１２年を「子ども    

読書年」とし、「国際子ども図書館」を開館しました。 
    また、平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」  

を公布・施行し、４月２３日を「子ども読書の日」と定めました。 
    そして、平成１４年８月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的

な計画」を策定し、施策の基本的方向と具体的な方策を示しました。 
    この中で、地方公共団体はこれを基本として「子ども読書活動推進計 

画」の策定に努めることが定められました。 
    さらに、平成２０年３月には、第一次基本計画期間（平成１４年から 

おおむね５年間）における成果や課題、諸情勢の変化等を検証した上で、 
「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（第二次）を策定しま 
した。 

    
（２） 県の動向 
     

神奈川県では、平成１６年１月に「かながわ読書のススメ～神奈川    

県子ども読書活動推進計画～」を策定しました。この計画に基づいて、  

子どもの読書活動を推進するために、様々な取組が実施されています。 
    また、平成２１年７月策定を目標に、「かながわ読書のススメ～神奈川 

県子ども読書活動推進計画～」（第二次）の検討が進められています。 
    
（３） 箱根町の動向 
     

町では、幼稚園・保育園、小学校・中学校において、ボランティアや 
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   教職員による「読み聞かせ」の実施や読書の時間の確保、社会教育セン 
ターによる移動図書館「きつつき号」の巡回など、子どもの読書活動推

進のために様々な取組を行っています。町の子ども読書活動の現況は次

のとおりです。 
 

① 家庭 
 
    「読書についてのアンケート調査」（平成２０年度実施）では、子ども

と一緒に書店や図書館（室）に出かけたり、家庭で「読み聞かせ」を行

っている等、保護者の「読書」や「読み聞かせ」に対する意識は比較的

高いことが伺えます。 
    一方、子どもに本を読んであげたくても時間がなくてできない、仕事

の都合上、時間や曜日が合わずに移動図書館「きつつき号」を利用する

ことができない等の意見もあり、子どもと一緒に読書を楽しむ時間が十

分取れない状況も存在しています。 
    

② 学校等（幼稚園・保育園、小学校・中学校） 
 

ア 幼稚園・保育園 
 
     「読書についてのアンケート調査」（平成２０年度実施）で、幼稚園 

児・保育園児は、家庭での読書（「読み聞かせ」を含む）が１日の習 
慣となっており、ほとんどの子どもが毎日本を読んでいる傾向にあり 
ます。 

     また、幼稚園・保育園では、日常の保育活動の中で、保育者が「読 
み聞かせ」や「おはなし会」を行っています。１日１回は「読み聞か 
せ」の時間を確保し、子どもたちに本の楽しさを伝えています。 

     さらに、絵本コーナーの本の貸出、月刊絵本の購入、移動図書館「き 
つつき号」の利用を促す等、園児と保護者に対して、読書に親しめる 
ように働きかけをしています。 

     その他にも、地域の読み聞かせボランティアの方々を招いて「おは 
なし会」を行ったり、社会教育センター図書室に出かけて保育者と園 
児が調べ物をしたりするなど、地域との交流の中で読書活動の推進を 
図っています。 

 
   イ 小学校・中学校 
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     近年、子どもをめぐる環境は、テレビやＤＶＤ等の映像メディアの

発達・普及に加え、携帯電話やインターネットの急速な普及など、情

報技術の発達とともに子どもが読書に親しむ機会が減少していると言

われています。さらに、テレビゲーム（携帯型含む）が子どもに及ぼ

す影響や問題点について、改めて考えてみる必要があります。 
「読書についてのアンケート調査」（平成２０年度実施）では、学校

図書館で借りる本の冊数は、低学年・高学年ともに１ヶ月に１～３冊

借りる子どもの割合が最も多いのですが、まったく借りない子どもも

約３０％います。 
     また、家でテレビやＤＶＤ、ゲーム等に費やす時間は、小学校では

高学年になるほど長くなる傾向がある一方、家でまったく本を読まな

い子どもの割合は、学年が上がるほど増えているなど、小学生に読書

離れの傾向が見られます。 
     一方、中学生では、学校図書館でまったく本を借りない子どもが小

学生よりも増えています。 
また、家でまったく本を読まない子どもの割合は、小学生よりさら

に増え、テレビ、ＤＶＤ、ゲーム等に費やす時間が長い子どもの割合

も、小学生より多くなっています。 
   これは、中学生になると興味の対象が多様化し、部活動や学習等に

費やす時間が増え、読書時間の確保が難しい現状にあることが考えら

れます。 
     このような現状をふまえて、小学校では朝の読書時間の確保、ボラ

ンティアや教職員による「読み聞かせ」の実施、授業を通しての読書

指導、図書委員会の活動等、子どもが本に親しみ、自発的な読書習慣

を身につけるよう努めています。ボランティアの方々による「読み聞

かせ」や「おはなし会」は、読書の楽しさを知るきっかけづくりとし

て貴重な体験となっています。 
     中学校では、「朝読書」の実施や、国語の授業を通して本の紹介を行

い、読書に対する興味・関心を引き出すよう働きかけています。また、

「朝読書」のために、各学年の廊下に本を置いています。 
   

③ ボランティア・地域 
     

読み聞かせボランティアの方々が、それぞれの地域の小学校で活動し

ています。朝の読書時間や昼休み等に「読み聞かせ」や「おはなし会」

を実施しています。また、図書の修理や書棚の整理等、学校図書館の環

境整備にも協力しています。湯本小学校では、平成２０年度より、ボラ
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ンティアの方々の協力で、曜日・時間を決めて、学校図書館の地域開放

を始めました。 
    小学校以外では、総合保健福祉センターさくら館や一部の保育園、社

会教育センター等での「おはなし会」にも、読み聞かせボランティアが

協力をしています。 
    この他に、地域の中で、自宅の一部を開放し、子どもに本の閲覧・貸

出を行っているところもあり、地域の子どもの読書活動の推進に貢献し

ています。 
   

④ 社会教育センター 
     
    社会教育センターでは、図書室に来ることが難しい地域の子どものた 
   めに、移動図書館「きつつき号」で定期的に町内の幼稚園・保育園、小 

学校を巡回し、本の貸出を行っています。幼児・児童の利用者数の大部 
分が移動図書館「きつつき号」によるもので、児童サービスの中心的役 
割を担っています。 

    また、ボランティアの方々の協力で、読書週間をはじめ年間を通して、 
各地域で「おはなし会」を開催し、子どもと保護者に読書の楽しさを伝

えています。さらに、保護者に対する啓発活動として、「ブックスタート」

を行っています。 
※ ブックスタート … 乳幼児健診時に、ブックスタート･パック

（絵本２冊、ブックスタートの趣旨を説明したイラストアドバイス

集、図書室利用案内等を手さげバックに入れたもの）を保護者に手

渡しながら、絵本を介した親子のふれ合いの大切さを伝える事業で

す。 
     

このような状況をふまえて、今後、関係機関や団体等が連携し、子ど 
もの読書活動に係る施策や事業を、より一層、効果的に推進していくた

めに、「箱根町子ども読書活動推進計画」を策定することとしました。 
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第２章 読書活動推進の基本的な考え方 
 
１ 推進計画の目的 
   
  次の３つの柱により子どもの読書活動の推進を目指します。 
  
（１）子どもが読書に親しむための環境づくり 
 
   子どもが、家庭・学校・地域等、いろいろな場において、日常的に、読

書に親しむことができる環境づくりに努めます。 
 
（２）子どもの読書活動への理解と関心の向上 
    

子どもの読書活動への協力を得るために、保護者・教職員・地域・関係 
機関等に、様々な機会を通して啓発活動を行い、子どもの読書活動への理

解を深め、関心を高めるよう努めます。 
 
（３）子どもの読書活動を推進する体制の整備 
     

関係機関や団体等との連携や協力を強化し、計画を効果的に推進してい 
くことに努めます。 

     
２ 計画の期間 
   

平成２１年度から２５年度までの５年間とします。 
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第３章 読書活動推進のための具体的な方策 

 

 

１ 家庭における取組 

 

  子どもと本との出会いは家庭から始まります。保護者及び家族による「読み聞か

せ」から、本の楽しさにふれていきます。身近なところに本があり、親子で一緒の

本を読む楽しさを味わうことで、子どもの本への関心を高めていくことができると

思われます。その中で、豊かな創造力や感性が育まれていきます。箱根町は観光地

という特性上、就業時間が多様化しており、親子がふれ合う時間を確保することが

難しい面があります。そこで、保護者と子どもが読書を通してふれ合う機会をつく

るため、ボランティア・地域、幼稚園・保育園、小学校･中学校、社会教育センター

等が支援していくことが求められています。 

 

 ☆ 生活の中で本のある場所や「おはなし会」等の活動に行くなど、地域での読書

活動等へ積極的に参加し、本が子どもの身近にある環境をつくります。 

 

☆ 家庭での「読み聞かせ」等、保護者と子どもが本に親しむ機会をつくるよう努

めます。 

 

  

２ 学校等（幼稚園・保育園、小学校・中学校）における取組 

 

（１）幼稚園・保育園 

     

幼稚園・保育園では、日常の活動を通して幼児の心身の発達を図り、豊かな   

心を育んでいます。幼児の発達段階に応じて、興味・関心を引き出すような本  

にふれることによって、本の楽しさを体感できるような取組を日常的に行ってい

きます。 

 

☆ 幼稚園・保育園では、毎日の保育の中で、「読み聞かせ」や「おはなし会」等、

積極的に絵本とふれ合えるような環境をつくります。 

 

☆ 子どもの興味・関心を引き出せるような絵本・紙芝居等を揃え、園の図書コー

ナーの充実を図ります。 

 

☆ お便り等で保護者に向けて読書に対する啓発活動や情報発信を行います。 

 

 ☆ 保育者や保護者等は子どもの読書に関する研修や講座に積極的に参加します。 
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（２）小学校・中学校 

 

自分で本を選び、一人で読むことができるようになる小学生の時期は、読書す 

る習慣が身につく大切な時期です。また小・中学生の時期を通して、自発的に読

書ができる態度と読書習慣を身につけ、本に親しむことによって、子どもは、も

のの見方や考え方を広げ、豊かな感性と想像力を培っていくことができるよう、

読書活動の推進を働きかけていきます。 

 

☆ 子どもが自由に本を手にとり、読むことができる環境を整備します。 

 

☆ 児童・生徒の要望を取り入れるなど、学校図書館資料の充実を図ります。 

 

 ☆ 各学校の実態に即した年間計画に基づき、読書指導の充実を図ります。 

 

 ☆ 読書のきっかけづくりのため、「読み聞かせ」や「おはなし」、「朝読書」等を通

して、子どもが本を手に取る習慣を身につけられるように努めます。 

 

 ☆ 各年齢層に合わせたおすすめ本リストを作成し、児童・生徒へ配布します。 

 

☆ 地域の子どもの読書活動に関する事業等の情報を児童・生徒に伝えていきます。 

 

 ☆ 保護者に対して読書活動の啓発や情報発信に努めます。 

 

☆ 図書委員会の活動を通して、児童・生徒の自主的な読書活動を進めます。 

 

☆ 学校図書館担当職員を中心に教職員の協力体制を促進します。 

 

 ☆ 学校図書館に専任の司書や司書教諭が配置できるように努めます。 

 

☆ 地域住民・ボランティア・保護者が連携し、学校図書館の活性化を図ります。 

 

☆ 学校図書館の地域への開放に努めます。 

 

  

３ ボランティア・地域における取組 

 

ボランティアや地域の方々に見守られながら、様々な関りの中で子どもは、成長

していきます。図書ボランティアを募り、「読み聞かせ」や「おはなし会」等の活動

をさらに推進するとともに、研修会等を通してボランティア活動を充実・発展させ
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ていきます。 

 

☆ ボランティアへの参加・協力者を広く募ります。 

 

☆ ボランティアグループ間の連携・協力を推進し、活動の輪を広げられるよう努

めます。 

 

☆ ボランティアグループと社会教育センター・学校等との連携・協力を推進しま 

  す。 

 

☆ ボランティアが組織的に活動できるような研修の機会と意見交換の場をもち、

子どもの読書活動にさらに関っていきます。 

 

 

４ 社会教育センターによる取組 

 

  図書館は読書活動推進の要であり、子ども読書活動推進の拠点となる施設であり

情報提供の場でもあります。町の図書館機能を担う社会教育センターでは、子ども

が読書の楽しさを知り、成長に応じた読書活動が行えるような取組を進めるととも

に、子どものニーズに応えられるような資料や設備の充実を図る必要があります。

そして、司書を中心にして読書相談・調べ学習相談に応じ、子どもと本の結びつき

を支援していくことが求められています。また、関係機関・団体等と連携し、より

一層、子ども読書活動を推進していくことが重要です。 

   

☆ 図書室の施設・設備・資料の充実を図り、読書活動を支援していきます。 

 

☆ 社会教育センターの図書室に来ることが難しい地域の子どものために、移動図

書館「きつつき号」を運行し、図書館サービスの充実を図ります。 

 

☆ ボランティアとの連携により、「おはなし会」を開催するなど、保護者が子ども

とともに読書に親しむ機会を提供します。 

 

☆ 児童・生徒向けに図書室体験事業（ボランティア・見学等）を行い、図書室を

身近に感じ本に親しみ、図書室の利用を促進するよう努めます。 

 

☆ ブックリストの作成・配布に努めます。 

 

 ☆ 図書室だよりの発行や各種広報活動を行い、図書室の利用促進や保護者への啓

発に努めます。 
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☆ 「ブックスタート」等を通して、保護者への啓発活動を行い、家庭の読書環境

の整備を支援します。 

   

☆ 幼稚園・保育園及び小･中学校との連携を図り、読書活動の支援と図書室の利用

促進、資料の有効活用に努めます。 

 

  

５ 関係機関・団体の連携・協力 

 

  子どもが本に親しみ、読書を通して心豊かに成長していくためには、関係機関・

団体がそれぞれ担うべき役割を果たして、相互に連携し合った取組をしていくこと

が重要です。 

 

 ☆ 子ども読書活動が効果的に推進されるよう、関係各機関や団体等が連携し、協

力していけるような体制づくりを進めます。 

 

☆ 子ども読書の日（４月２３日）や読書週間等の機会をとらえ、関係機関・団体

が協働して子ども読書活動の普及・啓発を促進するよう努めます。 

 

 ☆ 関係各機関・団体が連携し、箱根の歴史や自然、民話等を伝えていくよう努め

ます。 

  

 

６ 支援を必要とする子どもの読書活動の推進 

 

  障がいのある子ども、外国籍の子どもにも、同じように本に親しむ機会を保障す

る必要があります。図書館や学校等では、地域や子どもの実情に合わせて、資料や

図書、設備を整えていくことが求められます。 

 

 ☆ 児童・生徒の支援を必要とした状態や特性に配慮した図書を選定し、子どもの

実情に合わせた資料の充実に努めます。 

 

☆ バリアフリーやユニバーサルデザイン化など、施設設備等の改善に努めます。 
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                          （資料１） 

箱根町子ども読書活動推進計画 
 

〔読書活動の意義〕 

 

 

 

 
 
 
〔目的〕 

 
〔具体的な方策〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

・環境づくり 

家庭・学校・地域等、いろ

いろな場所において、読書に

親しむことができる環境づく

りに努める。 

・理解と関心の向上 

保護者・教職員・地域・関係

各機関等への啓発活動によ

り、子どもの読書活動への理

解と関心の向上に努める。 

・体制の整備 

関係各機関・団体の連携や協

力を強化し、計画の効果的な推

進に努める。 

 

《ボランティア・地域》 

〇 ボランティアへの協力・参加の

呼びかけ 

〇 ボランティアグループ間の協力、

意見交換、研修など 

 

《社会教育センター》 

〇 設備・資料の充実 

〇 移動図書館の運行 

〇 おはなし会の実施 

〇 児童・生徒、保護者への啓発・情報

発信 

〇 ブックスタートなど 

連携・協力

《家庭》 

〇 身近に本のある環境づくり 

〇 保護者と子どもが本に親しむ 

（家庭での読み聞かせ、おはな

し会への参加など） 

《園・学校》 

〇 読み聞かせ、おはなし会、朝の読

書、読書指導の実施 

〇 保護者への啓発、情報発信 

〇 資料・設備の充実 

〇 支援を必要とする子どもの読書活

動の推進など 

人生をより深く生きる力 
言葉を学ぶ 

感性を磨く 表現力を高める 

創造力を 

豊かにする 
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（資料２） 

 
〇子どもの読書活動の推進に関する法律 
 
（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに地方公共団体 
の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めるこ

とにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子ど

もの健やかな成長に資することを目的とする。 
（基本理念） 

第２条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ）の読書活動は、子どもが、言葉 
を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を

身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあら

ゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にその

ための環境の整備が推進されなければならない。 
（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動 
の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏 
まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活 
動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 
（保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極 
的な役割を果たすものとする。 
（関係機関等との連絡強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよ 
う、学校、図書館、その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備 
に努めるものとする。 
（子ども読書活動推進基本計画） 

第７条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 
子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」とい

う。）を策定しなければならない。 
２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告す

るとともに、公表しなければならない。 
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第８条 都道府県は、子ども読書活動推基本計画を基本とするとともに、当該都道府県おける 
子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進
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に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定

するよう努めなければならない。 
２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されて

いるときは、子ども読書活動推進計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とする

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村にお

ける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推

進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 
３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進

計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 
４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変

更について準用する。 
（子ども読書の日） 

第１０条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ども 
が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。 
３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけ

ればならない。 
（財政上の措置） 

第１１条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要 
な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附則 
この法律は、公布の日から施行する。 

 
※平成１３年１２月１２日公布・施行 

 
〇衆議院文部科学委員会における附帯決議 
 
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 
１ 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備し

ていくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 
２ 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推

進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 
３ 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる

環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 
４ 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 
５ 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主判断に基づ

き提供に努めるようにすること。 
６ 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの

参加については、その自主性を尊重すること。 



 

 
箱根町子ども読書活動推進計画 

 
平成２１年３月 

 
発行 箱根町教育委員会 

 
〒250‐0311 

神奈川県足柄下郡箱根町湯本２６６ 
電話 0460-85-7601 




